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五輪エンブレム騒動 

左：佐野研二郎氏デザインによる五輪エンブレム、右：オリビエ・ドビ氏デザインによるリエージュ劇場ロゴ 



エンブレム問題の経過 

2013年9月 東京が2020年五輪等開催地に選出 
2015年7/17 新国立競技場案、白紙撤回 
7/24 五輪エンブレム発表 
7/31 オリビエ・ドビ氏側が使用差止を申立て 
8/13 佐野氏デザインの他社賞品の一部取下げ 
8/28 エンブレム原案公表 
9/1 エンブレム白紙撤回 
10/16 新応募要項公表、経験・受賞歴不問 
     ⇒1万4599件応募 
2016年1/9 委員投票等で候補選出 
4/25 国内外商標調査を経て決定 

野老朝雄氏による組市松紋エンブレム 



拡散する「パクリ疑惑」 

エンブレム疑惑当時の典型的な疑惑検証画像（ http://tanteiwatch.com/23459より） 



ネット世論という新たなリスク 



著作権侵害成立の条件 

① 対象（今回はリエージュ・ロゴ）が著作
物であること 

 

② 五輪エンブレムがそれと実質的に類似
していること 

 

③ 佐野氏側が相手のデザインを見たこと
（依拠性） 



マンション読本事件 

大阪地裁2009年3月26日判決より。 左：原告書籍イラスト 右：被告読本イラスト 



博士イラスト事件 

東京地裁2008年7月4日判決より。 左：原告映像商品用イラスト 右：被告映像商品用イラスト 



ミッフィー 対 キャシー 

左：ディック・ブルーナ「ミッフィー」         右：サンリオ「キャシー」 



人気トピック「パクリ疑惑」 

トレース疑惑検証の例 

ネット世論 



法的評価と社会の反応のずれ？ 

ずれがあるとして、考えられる原因 
 

①ずれて当然 
※著作権侵害は違法評価（表現禁止）のレベル。そ
れに達しない領域は論評・市場に委ねられる 

②知識・経験量 
 ※「こんなに似るのはあり得ない」か？ 
③新事実続出・論点拡散 
  ⇒焦点は選考プロセスや佐野氏の人物評価へ 
④ネット炎上による極論化 
 ※一億総発信、劇場化、匿名性、ネタ化、「エコー
チェンバー」、「炎上」の過大評価・悪用？ 
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非親告罪化の影響 
・著作権侵害：「最高で懲役10年又は1000万円以下の
罰金」 
・著作権者などが告訴しない場合、国は起訴・処罰でき
ず 
・非親告罪化論⇒「パロディやビジネス活動の萎縮」「孤
児作品の利用など、悪意の告発」懸念 

 
⇒政府大綱で配慮、安倍首相「萎縮に留意」 
⇒改正法案：①対価を得るor権利者害する目的で、②
市販作品を原作のまま利用し（≒二次創作を除く）、
③権利者の利益を不当に害する場合、に限定。複
製・公衆送信が対象に 
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炎上への対処 

・初期対応の重要性 

・事実関係と問題点の把握 

・証拠保全、記録を残す 

・炎上放置のリスク 

・見解を出す是非とタイミング、「謝罪圧力」 

・書き込み削除、「発信者情報開示」の請求 

・ネット炎上の実態・生態把握 

・匿名規制？（日本：Twitter匿名率8割） 

・社会のサポート体制強化、正しい法知識 



超安全志向への危惧 

4月に公表された新五輪エンブレム最終候補4作品 

（実際には1月時点の次点含めた8候補中、商標調査クリアは3作のみ） 


